
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 
〇 
中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
中
央
区
条
例
第
二
十
三
号
） 

 

新 

旧 

第
二
十
八
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
前
条
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
四

号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当
）

は
、
支
給
し
な
い
。 

第
二
十
八
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
前
条
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
四

号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当
）

は
、
支
給
し
な
い
。 

一 

基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

地
方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け

た
職
員 

一 

基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

地
方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け

た
職
員 

二 

基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
た
職
員 

二 

基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
た
職
員 

三 

基
準
日
前
一
か
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る

支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
離
職
し
た
職
員
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間

に
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の 

三 

基
準
日
前
一
か
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る

支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
離
職
し
た
職
員
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間

に
禁
錮 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の 

四 

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る

処
分
を
受
け
た
者
（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、

そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の 

四 

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る

処
分
を
受
け
た
者
（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、

そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮 

以
上

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の 

第
二
十
九
条 

教
育
委
員
会
は
、
支
給
日
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
た
職
員
で
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
に
離
職
し
た
も
の
が
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時

差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
九
条 

教
育
委
員
会
は
、
支
給
日
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
た
職
員
で
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
に
離
職
し
た
も
の
が
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時

差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

資 料 ２ 
区 民 文 教 委 員 会 
令和６年１１月２９日 



新 

旧 
一 
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在

職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
起
訴
（
当

該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
拘
禁
刑
以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る

も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

第
六
編
に
規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合 

一 

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在

職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
起
訴
（
当

該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
禁
錮 

以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る

も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

第
六
編
に
規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合 

二 

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在

職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
逮
捕
さ
れ

た
場
合
又
は
そ
の
者
か
ら
聴
取
し
た
事
項
若
し
く
は
調
査
に
よ
り
判
明

し
た
事
実
に
基
づ
き
そ
の
者
に
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
に
至
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
に
対
し
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
、
公
務

に
対
す
る
信
頼
を
確
保
し
、
期
末
手
当
に
関
す
る
制
度
の
適
正
か
つ
円

滑
な
実
施
を
維
持
す
る
上
で
重
大
な
支
障
を
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
。 

二 

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在

職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
逮
捕
さ
れ

た
場
合
又
は
そ
の
者
か
ら
聴
取
し
た
事
項
若
し
く
は
調
査
に
よ
り
判
明

し
た
事
実
に
基
づ
き
そ
の
者
に
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
に
至
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
に
対
し
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
、
公
務

に
対
す
る
信
頼
を
確
保
し
、
期
末
手
当
に
関
す
る
制
度
の
適
正
か
つ
円

滑
な
実
施
を
維
持
す
る
上
で
重
大
な
支
障
を
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

教
育
委
員
会
は
、
一
時
差
止
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
当
該
一
時
差
止
処
分
を
取

り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
、
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に

係
る
刑
事
事
件
に
関
し
現
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
こ
れ
を
取
り

消
す
こ
と
が
一
時
差
止
処
分
の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

教
育
委
員
会
は
、
一
時
差
止
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
当
該
一
時
差
止
処
分
を
取

り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
、
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に

係
る
刑
事
事
件
に
関
し
現
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
こ
れ
を
取
り

消
す
こ
と
が
一
時
差
止
処
分
の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
一
時
差
止
処
分
の
理
由
と
な
っ

た
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か

っ
た
場
合 

一 
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
一
時
差
止
処
分
の
理
由
と
な
っ

た
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮 

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か

っ
た
場
合 



新 

旧 
二 
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
一
時
差
止
処
分
の
理

由
と
な
っ
た
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
つ
き
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分

が
あ
っ
た
場
合 

二 

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
一
時
差
止
処
分
の
理

由
と
な
っ
た
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
つ
き
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分

が
あ
っ
た
場
合 

三 

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係

る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
る
こ
と
な
く
当
該
一
時
差
止
処
分
に

係
る
期
末
手
当
の
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
場
合 

三 

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係

る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
る
こ
と
な
く
当
該
一
時
差
止
処
分
に

係
る
期
末
手
当
の
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
場
合 

４
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

４
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

附 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）

が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る

改
正
後
の
中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
二
十
九

条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
（
第
三
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定
め
ら

れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。 

 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過

措
置
は
、
特
別
区
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
。 

 

 


